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(57)【要約】
【課題】上甲板の上の生産設備用区域の発電設備用のス
ペースを減少することができて、洋上設備としての生産
のための設備用のスペースを増大することができるとと
もに、発電設備における電力系統のトラブルが生じた際
のリスクを分散することができる浮体式洋上設備、及び
、浮体式洋上設備の電力供給方法を提供する。
【解決手段】生産設備３０と該生産設備以外の設備に給
電する発電設備４０、５０を、生産設備３０に電力を供
給し、かつ、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐに配置
されている第１グループの発電設備４０と、生産設備以
外の設備に電力を供給し、かつ、生産設備用区域Ｒｐ以
外の安全区域Ｒｓに配置されている第２グループの発電
設備５０とで構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電設備によって電力が供給される生産設備と該生産設備以外の設備を備えて、洋上に
位置保持された状態で使用される浮体式洋上設備において、
　前記発電設備を、前記生産設備に電力を供給し、かつ、上甲板の上の生産設備用区域内
に配置されている第１グループの発電設備と、前記生産設備以外の設備に電力を供給し、
かつ、前記生産設備用区域以外の安全区域に配置されている第２グループの発電設備とで
構成していることを特徴とする浮体式洋上設備。
【請求項２】
前記第１グループの発電設備と前記第２グループの発電設備とを電気的に接続する接続先
変更機構を有して構成されていると共に、前記接続先変更機構が、前記第１グループの発
電設備と前記第２グループの発電設備の両方の並列運転による相互間の電力の融通、また
は、どちらか一方の前記発電設備の運転による他方の発電設備による給電の全部若しくは
一部を肩代わりする給電に切り替える構成を有することを特徴とする請求項１に記載の浮
体式洋上設備。
【請求項３】
　前記第２グループの発電設備の発電容量が５ＭＷ～３０ＭＷに構成されたことを特徴と
する請求項１または２に記載の浮体式洋上設備。
【請求項４】
前記第２グループの発電設備が複数の発電設備で構成されており、この複数の発電設備が
２ヶ所以上に分離されて配置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載の浮体式洋上設備。
【請求項５】
推進器と該推進器を駆動する推進設備と航海設備を備えると共に、前記推進設備と前記航
海設備を稼働させる電力を前記第２グループの発電設備から供給する構成であることを特
徴とする請求項１～４のいずれかに記載の浮体式洋上設備。
【請求項６】
　当該浮体式洋上設備が、危険区域を除いた安全区域に配置されている臨時用発電設備を
備えていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の浮体式洋上設備。
【請求項７】
　当該浮体式洋上設備が、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備、浮体式貯蔵積出設備
、浮体式貯蔵設備、ＬＮＧを扱う液化貯蔵積出設備、ＬＰＧを扱うＦＬＰＧ、浮体式貯蔵
再ガス化設備のいずれか一つであることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の浮
体式洋上設備。
【請求項８】
　発電設備によって電力が供給される生産設備と該生産設備以外の設備を備えて、洋上に
位置保持された状態で使用される浮体式洋上設備の電力供給方法において、
　前記発電設備を、前記生産設備に電力を供給し、かつ、上甲板の上の生産設備用区域内
に配置されている第１グループの発電設備から前記生産設備に電力を供給するとともに、
前記生産設備用区域以外の安全区域に配置されている第２グループの発電設備から前記生
産設備以外の設備に電力を供給することを特徴とする浮体式洋上設備の電力供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浮体式洋上設備、及び、浮体式洋上設備の電力供給方法に関し、より詳細に
は、上甲板の上の生産設備用区域の発電設備用のスペースを減少することができて、洋上
設備としての生産のための設備用のスペースを増大することができるとともに、発電設備
における電力系統のトラブルが生じた際のリスクを分散することができる浮体式洋上設備
、及び、浮体式洋上設備の電力供給方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　石油・ガスの生産設備や荷役設備を備え、長期間に亘って特定の洋上設置場所に位置保
持されて使用されるＦＰＳＯ（浮体式生産貯蔵積出設備）、ＦＳＯ（浮体式貯蔵積出設備
）やＦＳＵ（浮体式貯蔵設備）、ＬＮＧを扱うＦＬＮＧ（液化貯蔵積出設備）等の浮体式
洋上設備は、一般的には、洋上で係留等により位置保持しながら、浮かんだ状態で、生産
活動及び生産物の一時的貯蔵を行っている。なお、この生産設備を備えた浮体式洋上設備
では、一般的に、上甲板より下に生産物である石油やガスを一時的に保管する貨物タンク
を備え、生産設備を上甲板の上に配置している。この引火性のガスが発生する生産物のた
めの貨物タンクと生産設備の周辺は、危険区域とされ、防爆仕様の機器類を使用すること
になっている。
【０００３】
　これらの浮体式洋上設備の建造は、既存のＶＬＣＣ（大型タンカー）を改造して建造す
る場合もあるが、制約も多いので、新造で浮体式洋上設備を建造するケースもある。
【０００４】
　この浮体式洋上設備に関しては普通の船舶の建造とは異なる次のような事情がある。油
井の特性に合わせて設計される生産設備は、一般的に船体が建造された後に搭載される。
よって、船体側の設計時には詳細が決まっていないことが多く、かつ、生産設備用区域に
関する部分は個々の浮体式洋上設備の固有の条件に対応させて変化させるので、設計や機
器類の上甲板の上への搭載が納期直前になり易い傾向がある。
【０００５】
　そして、従来では、図７及び図８で示すように、浮体式洋上設備１Ｘでは、上甲板３の
上の生産設備用区域Ｒｐに２基～８基程度（図７では３基×横２列の６基）のガスタービ
ン発電機で構成される一群の発電設備４０Ｘが設けられている。そして、この上甲板３に
設置された一つのグループの発電設備４０Ｘにより、生産設備用電力と、この生産設備用
電力以外の荷役設備（積出ポンプ装置等）用電力や居住区用電力などの浮体式洋上設備１
Ｘに必要な電力を、すべて発電及び給電する構成になっている。
【０００６】
　そのため、従来の浮体式洋上設備１Ｘにおいては、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐ
に大規模な発電設備４０Ｘを設置する必要があるため、その分、生産設備３０を配設する
スペースが小さくなるという問題があった。さらに、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐ
に設置された発電設備４０Ｘに電力系統のトラブルが生じると、生産設備３０だけではな
く、生産設備３０以外の浮体式洋上設備１Ｘを構成するその他の設備（例えば、積出装置
や居住区用電源等）への電力の供給も全て停止してしまうという問題があった。また、こ
の緊急時に荷役設備を稼働させるための電力を供給するためには、緊急荷役用（Emergenc
y offloading用）の発電機を別途装備する必要があった。
【０００７】
　つまり、生産設備用と荷役用（Offloading用）を含む生産設備以外の設備用の全部の電
源としての発電設備を生産設備用区域内にまとめて配置している。そのため、生産設備用
区域で電力系統のトラブルが起こると、生産設備と荷役用装置、居住区用等の電源を全て
失い、これらの装置類を全て停止させることになってしまい、緊急荷役用（Emergency of
floading用）の発電機を別途装備することになってしまう。
【０００８】
　この発電設備に関しては、電気推進船に関するものではあるが、複数の発電機とこの発
電機を駆動するエンジンとを有すると共に着脱自在に取り付けられる複数の発電ユニット
を、推進用のプロペラを回転させるモータとこのモータ以外の電力消費機器とを駆動する
ために必要な電力量に応じて、選択的に稼働して電力を供給する電気推進船の発電設備が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００９】
　この発電設備では、一部の発電ユニットにトラブルが発生したときに、別の発電ユニッ
トから給電するので、電力系統のトラブルに対して各設備への給電は確保できるが、洋上
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生産設備特有の上甲板の上の生産設備用区域のスペースの確保の問題や、生産設備用の発
電設備とそれ以外の発電設備の設計を行う主体が異なり、それぞれの発電設備の確定の時
期が異なることへの対応に関する問題を解決できない。
【００１０】
　また、ＶＬＣＣの改造では無く、浮体式洋上設備を新造する場合には、プロペラなどの
推進器やこの推進器を駆動する推進装置を備えていないことが多く、自らの移動手段を持
たないので、生産現場まで曳航するか重量物運搬船により移送されなければならず、初期
移送費用が非常に高くつくことになってしまっているという問題もある。
【００１１】
　また、通常のタンカー同様に低速ディーゼルによる推進を行うこともあるが、この場合
、生産現場到着後は推進に使用した低速ディーゼル推進装置は取り外すことができず、使
い捨てになるという問題もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００４－１７８０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は上述の状況を鑑みてなされたものであり、その目的は、上甲板の上の生産設備
用区域の発電設備用のスペースを減少することができて、洋上設備としての生産のための
設備用のスペースを増大することができるとともに、発電設備における電力系統のトラブ
ルが生じた際のリスクを分散することができる浮体式洋上設備、及び、浮体式洋上設備の
電力供給方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の目的を達成するための浮体式洋上設備は、発電設備によって電力が供給される生
産設備と該生産設備以外の設備を備えて、洋上に位置保持された状態で使用される浮体式
洋上設備において、前記発電設備を、前記生産設備に電力を供給し、かつ、上甲板の上の
生産設備用区域内に配置されている第１グループの発電設備と、前記生産設備以外の設備
に電力を供給し、かつ、前記生産設備用区域以外の安全区域に配置されている第２グルー
プの発電設備とで構成していることを特徴とする。
【００１５】
　なお、ここでいう「生産設備」には、原油または天然ガス等を処理する油処理設備、ガ
ス処理設備、水処理設備、コントロールシステムなどの設備も含むものとする。
【００１６】
　つまり、発電設備を、生産設備に給電する大規模発電装置(例えば、１００ＭＷクラス)
となる第１グループの発電設備と、生産設備以外の設備に給電する中規模発電装置（例え
ば、１０ＭＷクラス）となる第２グループの発電設備に区分して、それぞれを生産設備用
区域と安全区域（例えば、機械室（Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　ｒｏｏｍ）等）に配置する。
【００１７】
　言い換えれば、第１グループの発電設備が上甲板の上の生産設備用区域に配置され、第
２グループの発電設備が生産設備用区域および危険区域を除いた安全区域に配置されてい
る状態にあり、第１グループの発電設備および第２グループの発電設備が平常に運転して
いる場合には、生産設備には第１グループの発電設備から電力が供給され、生産設備以外
の設備には第２グループの発電設備から電力が供給される構成である。
【００１８】
　この構成によれば、従来は生産設備用区域に装備されていた大規模発電装置で構成され
る第１グループの発電設備の一部が生産設備用区域以外の安全区域に装備されるため、生
産設備を設置する上甲板が広く利用できる。つまり、生産設備以外の設備に電力を供給す
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る第２グループの発電設備を、上甲板の上の生産設備用区域に配置しなくてもよくなるの
で、その分、第１グループの発電設備を配設するためのスペースを減少することができ、
洋上設備としての生産のための設備用のスペースを増大することができる。
【００１９】
　それとともに、発電設備における電力系統のトラブルが生じた際のリスクを分散するこ
とができる。つまり、生産設備用の給電系統である第１グループの発電設備にトラブルが
起こっても、第２グループの発電設備によって、生産設備以外の設備の機器、例えば、荷
役用設備や居住区用設備に対して引き続き給電を行うことが可能となる。つまり、生産設
備への給電用と生産設備以外の設備への給電用と用途別に発電プラントを分離しているた
め、一方の故障、トラブルに影響されない発電プラントを構築することが可能となる。
【００２０】
　また、新たに浮体式洋上設備を建造する場合には、油井の特性に合わせて設計される生
産設備は、一般的に船体が建造された後に搭載されるため、船体側の設計時には詳細が決
まっていないことが多く、結果的に船体の設計スケジュールと生産設備の設計スケジュー
ルは合致しないことになるが、この場合に、船体側で使用する第２グループの発電設備の
設計及び取付を、第１グループの発電設備の設計及び取付と切り離して進めることができ
るようになる。言い換えれば、生産設備への給電用と生産設備以外の設備への給電用とで
発電プラントを切り離せるため、生産設備の設計遅れに伴う生産設備以外の設備への給電
用の発電設備の設計への影響を無くすことができ、このことにより、発電プラントのモジ
ュール化が容易となる。
【００２１】
　また、第２グループの発電設備の少なくとも一部が、重油燃料とガス燃料の両方で駆動
できるＤＦＤＥ（Ｄｕａｌ Ｆｕｅｌ Ｄｉｅｓｅｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ）と呼ばれる二元
燃料ディ－ゼル発電機で構成されている。単にディーゼル発電機を搭載した場合には、燃
料である重油を絶えず供給する必要があるが、この二元燃料ディ－ゼル発電機では、生産
設備が稼働する前は、重油燃料で発電し、生産設備が稼働して原油、ガスを生産できるよ
うになると、この生産設備で生産されたガスを燃料として発電できるようになり、ガス燃
料の効果的な利用ができるようになる。また、二元燃料ディ－ゼル発電機は、ガスタービ
ン発電機よりも給排気の設備の自由度が高いので、その結果、第２グループの発電設備の
設置場所の選定の自由度を大きく広げることができ、この第２グループの発電設備を上甲
板の上の生産設備用区域以外の安全区域に容易に配置することができるようになる。
【００２２】
　また、第２グループの発電設備で発電する電力でカーゴオイルポンプ（ＣＯＰ）などの
荷役用設備やその他の設備を駆動できるように構成すると、生産設備に給電する第１グル
ープの発電設備の影響を受けることなく要求性能を把握するための性能検証（コミッショ
ニング）作業を行うことが可能となる。言い換えれば、第１グループの発電設備の完成を
待たずに、第２グループの発電設備が使用可能であれば、荷役設備や居住区用設備や場合
によっては推進用設備などの生産設備に直接関係しない設備における要求性能の把握と検
証を行うことができるようになる。
【００２３】
　また、第２グループの発電設備で緊急時に荷役設備を稼働させる電力を供給するように
構成すると、発電設備とその設置場所を用途別に分けたことで、安全区域の第２グループ
の発電設備で、緊急荷役用（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ用）の発電機を
兼用できるので、この緊急荷役用の発電機を削減できる。
【００２４】
　上記の浮体式洋上設備において、前記第１グループの発電設備と前記第２グループの発
電設備とを電気的に接続する接続先変更機構を有して構成されていると共に、前記接続先
変更機構が、前記第１グループの発電設備と前記第２グループの発電設備の両方の並列運
転による相互間の電力の融通、または、どちらか一方の前記発電設備の運転による他方の
発電設備による給電の全部若しくは一部を肩代わりする給電に切り替える構成を有してい
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ると、言い換えると、緊急時の対応として、生産設備用区域と生産設備用区域以外の安全
区域に配置した第１及び第２グループの発電設備同士の並列運転、及びフィードバック給
電ができるように構成すると、次のような効果を得ることができる。
【００２５】
　つまり、一方のグループの発電設備に支障が生じたり、生産設備に故障や事故が発生し
たりする場合の緊急時や、これらの発電設備の一部が保守点検中に予定外の給電量が必要
になった場合においても、相互給電可能となり、十分な給電体制を確保することができる
。つまり、どちらかの一方のグループの発電設備の一部が故障しても互いに補え合える構
成となり、緊急時に柔軟に対応することができる。
【００２６】
　より具体的には、上記の浮体式洋上設備において、前記第２グループの発電設備の発電
容量が５ＭＷ～３０ＭＷであるように構成される。
【００２７】
　上記の浮体式洋上設備において、前記第２グループの発電設備が複数の発電設備で構成
されており、この複数の発電設備が２ヶ所以上に分離されて配置されていると、第２グル
ープの一方の発電設備に支障が生じたり、この一方の発電設備が配置されている区域に故
障や事故が発生したりする場合の緊急時や、これらの発電設備の一部が保守点検中に予定
外の給電量が必要になった場合においても、十分な給電体制を確保することができる。
【００２８】
　つまり、第２グループの発電設備のどちらかの一方の発電設備が故障しても互いに補え
合える構成となる。その上、第２グループの発電設備を配置する場所に関して、１ヶ所当
たりのスペースを削減することができるようになる。
【００２９】
　そして、第２グループの発電設備の配置場所としては、機械室、生産設備用区域よりも
船尾側の上甲板の上、生産設備用区域よりも船首側の上甲板の上、生産設備用区域よりも
船首側の船体内部、生産設備用区域よりも船尾側の船体内部、上部構造物の内部、上部構
造物の上方のいずれか１か所又はいくつかの組み合わせの箇所を選択することができる。
【００３０】
　上記の浮体式洋上設備において、推進器と該推進器を駆動する推進設備と航海設備を備
えると共に、前記推進設備と前記航海設備を稼働させる電力を前記第２グループの発電設
備から供給するように構成すると、つまり、機械室（機関室）に推進モータ、推進軸、プ
ロペラ、インバータ等を装備するとともに上部構造物の一部に船橋（ブリッジ）を設け、
この船橋に航海設備を装備し、それを自航用推進システムとして利用するときに、第２グ
ループの発電設備を自航用推進システムの電源として利用できるようになる。
【００３１】
　この構成によれば、浮体式洋上設備を移動させるときには、必ずしも、第１グループの
発電設備が搭載されていない状態、または、生産設備が稼働して生産設備により生産され
たガスを燃料にして稼働するような第１グループの発電設備が稼働できない状態で航行す
る場合においても、第１グループの発電設備の完成を待たずに航行することが可能となる
。
【００３２】
　また、生産設備以外の設備への給電のための第２グループの発電設備を荷役用設備と推
進用設備の両方に給電できるように構成することにより、この両方の設備が同時に使用さ
れることは無いため、第２グループの発電設備を荷役用設備と推進用設備の両方に兼用及
び共用することが可能となり、発電プラント全体の小型化を図ることができる。
【００３３】
　そして、この推進設備を浮体式洋上設備に対して着脱可能に構成してあると、言い換え
れば、これらの推進設備と航海設備である、電気推進装置、推進制御装置、航海用機器な
どは、浮体式洋上設備の移動時のみ使用するので、この移動時のみに一時的に設けて、移
動後は取り外して、他の浮体式洋上設備に使用可能に構成すると、全体としての設備費用
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の低減を図ることができる。また、航行時以外では取り外すことで、そのスペースを有効
利用することができる。
【００３４】
　上記の浮体式洋上設備において、当該浮体式洋上設備が、危険区域を除いた安全区域に
配置されている臨時用発電設備を備えていると、つまり、臨時用発電設備（Ｔｅｍｐｏｒ
ａｒｙ発電設備）を装備し、発電設備の全体としての発電容量を変更できるように構成す
ると、必要とされる電力の容量が一時的に増加する場合や予期せぬ発電機の故障などの緊
急時に、一時的に発電容量を補助できて対応することができるようになる。これにより、
例えば、生産現場までの航行時などのように一時的に電力を要するオペレーションに対し
ても、柔軟に対応することができるようになる。
【００３５】
　より具体的には、この臨時用発電設備の発電容量を５ＭＷ～２５ＭＷに構成されている
と、臨時用発電設備と十分な補助電力を供給できる。
【００３６】
　この臨時用発電設備が第１グループの発電設備と第２グループの発電設備のいずれか一
方または両方と電気的に接続する接続先切替機構を有して構成されていると共に、接続先
切替機構が、臨時用発電設備の並列運転による第１グループの発電設備と第２グループの
発電設備のいずれか一方または両方への電力の供給、または、臨時用発電設備の運転によ
る、第１グループの発電設備と第２グループの発電設備のいずれか一方または両方の発電
設備による給電の全部若しくは一部を肩代わりする給電に切り替える構成を有していると
、言い換えると、緊急時の対応として、危険区域を除いた安全区域に配置した臨時用発電
設備により、第１及び第２グループの発電設備との並列運転、及びフィードバック給電が
できるように構成すると、次のような効果を得ることができる。
【００３７】
　つまり、第１又は第２グループの発電設備に支障が生じたり、生産設備に故障や事故が
発生したりする場合の緊急時や、これらの発電設備の一部が保守点検中に予定外の給電量
が必要になった場合においても、臨時用発電設備による給電補充可能となり、十分な給電
体制を確保することができる。つまり、どちらかの一方のグループの発電設備の一部が故
障しても臨時用発電設備により補うことができる構成となり、緊急時に柔軟に対応するこ
とができる。
【００３８】
　上記の浮体式洋上設備において、当該浮体式洋上設備が、浮体式海洋石油・ガス生産貯
蔵積出設備（ＦＰＳＯ）、浮体式貯蔵積出設備（ＦＳＯ）、浮体式貯蔵設備（ＦＳＵ）、
ＬＮＧを扱う液化貯蔵積出設備（ＬＮＧ-ＦＰＳＯ）、ＬＰＧを扱うＦＬＰＧ（ＬＰＧ-Ｆ
ＰＳＯ）、浮体式貯蔵再ガス化設備（ＦＳＲＵ）のいずれか一つであるとより、上記の構
成の効果が大きくなる。
【００３９】
　そして、上記の目的を達成するための浮体式洋上設備の電力供給方法は、発電設備によ
って電力が供給される生産設備と該生産設備以外の設備を備えて、洋上に位置保持された
状態で使用される浮体式洋上設備の電力供給方法において、前記発電設備を、前記生産設
備に電力を供給し、かつ、上甲板の上の生産設備用区域内に配置されている第１グループ
の発電設備から前記生産設備に電力を供給するとともに、前記生産設備用区域以外の安全
区域に配置されている第２グループの発電設備から前記生産設備以外の設備に電力を供給
することを特徴とする方法である。
【００４０】
　この方法によれば、大規模となる浮体式洋上設備の発電設備を用途別に分けて分散配置
した発電設備から用途別に給電することで、上甲板の上の生産設備用区域の発電設備の電
力容量を小さくして、この発電設備の設置用のスペースを減少できて、生産のための設備
用のスペースを増大できると共に、発電設備における電力系統のトラブルが生じた際のリ
スクを分散することができる。
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【発明の効果】
【００４１】
　本発明の浮体式洋上設備、及び、浮体式洋上設備の電力供給方法によれば、大規模とな
る浮体式洋上設備の発電設備を用途別に分けて生産設備用の第１グループの発電設備と生
産設備以外の給電用の第２グループの発電設備とし、さらに、上甲板の上の生産設備用区
域とこの生産設備用区域以外の安全区域に分散配置することで、上甲板の上の生産設備用
区域の発電設備用のスペースを減少することができて、洋上設備としての生産のための設
備用のスペースを増大することができるとともに、発電設備における電力系統のトラブル
が生じた際のリスクを分散することができる。
【００４２】
　つまり、生産設備用の給電系統である第１グループの発電設備にトラブルが起こっても
、第２グループの発電設備によって、生産設備以外の設備や機器、例えば、荷役用設備や
居住区用設備に対して引き続き給電を行うことが可能となる。また、浮体式洋上設備にプ
ロペラやそのプロペラを駆動する推進装置を備えた場合には、この第２グループの発電設
備を推進装置用の発電機としても使用できるため、この推進装置を用いて自航する場合の
設備費用を削減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施の形態の浮体式洋上設備の発電設備の構成及び配置を模式的
に示す側断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の浮体式洋上設備の発電設備の構成及び配置を模式的
に示す船尾側の平面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の浮体式洋上設備で、さらに第２グループの発電設備
を分離配置した場合の構成を模式的に示す側断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態の浮体式洋上設備の発電設備の構成及び配置を模式的
に示す側断面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態の浮体式洋上設備の機械室内の構成を模式的に示す機
械室の側断面図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態の浮体式洋上設備の発電設備の構成及び配置を模式的
に示す側断面図である。
【図７】従来技術における浮体式洋上設備の発電設備の構成及び配置を模式的に示す側断
面図である。
【図８】従来技術における浮体式洋上設備の発電設備の構成及び配置を模式的に示す船尾
側の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明に係る実施の形態の浮体式洋上設備、及び、浮体式洋上設備の電力供給方
法について、図面を参照しながら説明する。なお、ここでいう「生産設備」には、原油ま
たは天然ガス等を処理する油処理設備、ガス処理設備、水処理設備、コントロールシステ
ムなどの設備も含むものとする。
【００４５】
　この実施の形態の浮体式洋上設備として、ＦＰＳＯ（浮体式生産貯蔵積出設備）を例に
して説明するが、本発明は、このＦＰＳＯに限定する必要はなく、浮体式洋上設備であれ
ば、適用することができる。
【００４６】
　例えば、石油・ガスの生産設備を持たないＦＳＯ（浮体式貯蔵積出設備）やＦＳＵ（浮
体式貯蔵設備）、ＬＮＧを扱うＦＬＮＧ（液化貯蔵積出設備：ＬＮＧ-ＦＰＳＯ）、ＬＰ
Ｇを扱うＦＬＰＧ（ＬＰＧ-ＦＰＳＯ）、ＦＳＲＵ（浮体式貯蔵再ガス化設備）等にも本
発明を適用することができる。
【００４７】
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　なお、一般的に、ＦＰＳＯ等の浮体式洋上設備は、ＶＬＣＣ（大型タンカー）等の船舶
とほぼ同様の形状をしていることが多いので、ここでは、各部の名称もＶＬＣＣ等の船舶
に準じて「船体」「船尾」「上甲板」などの呼称を用いて説明する。
【００４８】
　図１及び図２に示すように、この第１の実施の形態の浮体式洋上設備１Ａは、ＶＬＣＣ
等の船舶と略同様な形状をしており、製造所又は港から油田等のある洋上設置場所に曳航
または自航で移動し、係留システム等により、この洋上設置場所で洋上に位置保持してい
る状態で使用される。
【００４９】
　図１及び図２に示すように、この浮体式洋上設備１Ａは、船体２と上甲板３、３ａ、３
ｆと船尾部４と船首部８を有し、この船尾部４の上甲板３ａの下に機械室（推進装置を設
けた場合には通常機関室と呼ばれる）５を、この機械室５の上に居住区６ａを含む上部構
造物６を、この機械室５の前方に貨物倉７を、それぞれ設けている。また、この貨物倉７
の前に船首部８が設けられている。なお、この第１の実施の形態の浮体式洋上設備１Ａで
は、移動用に利用する推進器を備えておらず、自航できない構成となっている。
【００５０】
　なお、この浮体式洋上設備１Ａは、生産設備３０、機械室５、居住区６ａを含む上部構
造物６、貯油（ガス）タンクが設置されている貨物倉７等以外にも、図示していないが、
荷役用設備（積出用設備）、ライザー、係留索、アンカーなどの係留設備、ヘリポート、
アジマススラスター等の推進装置を有する自動位置保持システムなどを必要に応じて備え
ている。
【００５１】
　この浮体式洋上設備１Ａは、発電設備４０、５０によって電力が供給される生産設備３
０と、この生産設備３０以外の居住区用設備６０、荷役設備（図示しない），カーゴポン
プ（図示しない）などを含む「生産設備以外の設備」を備えて、洋上に位置保持された状
態で使用される。この生産設備３０は、例えば、原油または天然ガスを処理する生産設備
３０であり、油処理設備、ガス処理設備、水処理設備、コントロールシステムなどを備え
て構成されており、上部構造物６の前方の上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐに設置され
ている。
【００５２】
　本発明では、この浮体式洋上設備１Ａにおいて、発電設備４０、５０を、生産設備３０
に電力を供給し、かつ、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐに配置されている第１グルー
プの発電設備４０と、生産設備以外の設備に電力を供給し、かつ、生産設備用区域Ｒｐ以
外の安全区域Ｒｓに配置されている第２グループの発電設備５０とで構成する。つまり、
平常運転時では、第１グループの発電設備４０が生産設備３０への給電をし、第２グルー
プの発電設備５０が生産設備以外の設備への給電を行う。
【００５３】
　危険区域Ｒｄとは、可燃性又は爆発性の蒸気、ガス、粉じん、又は爆発物が通常蓄積す
るおそれがあるすべての場所であり、この危険区域Ｒｄには具体的には、生産設備用区域
Ｒｐ、生産された石油やガスを一時的に貯蔵する貨物倉等が含まれる。そして、この安全
区域Ｒｓとは、危険区域Ｒｄ以外の区域である。この安全区域Ｒｓには具体的には、機械
室５、船尾部４の上甲板３ａの上、船首部８の上甲板３ｆの上、船尾部４の船体内部、船
首部８の船体内部、上部構造物６の内部、上部構造物６の上部等が含まれる。
【００５４】
　そして、この生産設備３０に電力を供給する発電装置群の第１グループの発電設備４０
は、通常、４基～８基程度の数（図１及び図２の構成では４基）の発電装置４１ａ、４１
ｂ、４１ｃ、４１ｄ等で構成され、図１及び図２の構成では、これらは、上部構造物６と
生産設備３０の間に横に２列に配置されている。この第１グループの発電設備４０を、複
数の基数の発電装置４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄで構成することにより、通常はその
うちの一部の発電装置（例えば、４１ａ）を保守点検しても通電を維持できる。そのため
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、この構成によれば、一部の発電装置（例えば、４１ｂ）が故障しても、給電を維持した
まま、故障の発電装置（例えば、４１ｂ）を修理又は交換できるので、生産設備３０への
影響を少なくできる。
【００５５】
　一方、生産設備以外の設備に電力を供給する発電装置群の第２グループの発電設備５０
は、通常、２基～４基程度の数（図１及び図２の構成では２基）の発電装置５１ａ、５２
ｂ等で構成され、これらは、機械室５、船尾部４の上甲板３ａの上、船首部８の上甲板３
ｆの上、船尾部４の船体内部、船首部８の船体内部、上部構造物６の内部、上部構造物６
の上等の安全区域Ｒｓに、より好ましくは、機械室５の内部、若しくは、船尾部４の船体
内部に配置されている。図１及び図２の構成では、第２グループの発電設備５０を構成す
る２基の発電装置５１ａ、５２ｂが機械室５に横に２列に配置されている。
【００５６】
　つまり、発電設備４０、５０を、生産設備３０に給電する大規模発電装置（例えば、１
００ＭＷクラス）となる第１グループの発電設備４０と、生産設備以外の設備に給電する
中規模発電装置（例えば、１０ＭＷクラス）となる第２グループの発電設備５０に区分し
て、それぞれを生産設備用区域Ｒｐと安全区域Ｒｓに配置する。
【００５７】
　言い換えれば、第１グループの発電設備４０が上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐに配
置され、第２グループの発電設備５０が生産設備用区域Ｒｐおよび危険区域Ｒｄを除いた
安全区域Ｒｓに配置されている状態にあり、第１グループの発電設備４０および第２グル
ープの発電設備５０が平常に運転している場合には、生産設備３０には第１グループの発
電設備４０から電力が供給され、生産設備以外の設備には第２グループの発電設備５０か
ら電力が供給される構成である。
【００５８】
　この構成によれば、従来は生産設備用区域Ｒｐに装備されていた大規模発電装置で構成
される第１グループの発電設備４０の一部が生産設備用区域Ｒｐ以外の安全区域Ｒｓに装
備されるため、生産設備３０を設置する上甲板３が広く利用できる。つまり、生産設備以
外の設備に電力を供給する第２グループの発電設備５０を、上甲板３の上の生産設備用区
域Ｒｐに配置しなくてもよくなるので、その分、第１グループの発電設備４０を配設する
ためのスペースを減少することができ、洋上設備としての生産のための設備用のスペース
を増大することができる。
【００５９】
　それとともに、発電設備４０、５０における電力系統のトラブルが生じた際のリスクを
分散することができる。つまり、生産設備用の給電系統である第１グループの発電設備４
０にトラブルが起こっても、第２グループの発電設備５０によって、生産設備以外の設備
の機器、例えば、荷役用設備や居住区用設備６０に対して引き続き給電を行うことが可能
となる。つまり、生産設備３０への給電用と生産設備以外の設備への給電用と用途別に発
電プラントを分離しているため、一方の故障、トラブルに影響されない発電プラントを構
築することが可能となる。
【００６０】
　また、新たに浮体式洋上設備１Ａを建造する場合には、油井の特性に合わせて設計され
る生産設備は、一般的に船体が建造された後に搭載されるため、船体側の設計時には詳細
が決まっていないことが多く、結果的に船体の設計スケジュールと生産設備の設計スケジ
ュールは合致しないことになるが、この場合に、船体側で使用する第２グループの発電設
備５０の設計及び取付を、第１グループの発電設備４０の設計及び取付と切り離して進め
ることができるようになる。言い換えれば、生産設備３０への給電用と生産設備以外の設
備への給電用とで発電プラントを切り離せるため、生産設備３０の設計遅れに伴う生産設
備以外の設備への給電用の第２グループの発電設備５０への影響を無くすことができ、こ
のことにより、発電プラントのモジュール化が容易となる。
【００６１】
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　また、第２グループの発電設備５０の少なくとも一部が、重油燃料とガス燃料の両方で
駆動できるＤＦＤＥ（Ｄｕａｌ Ｆｕｅｌ Ｄｉｅｓｅｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ）と呼ばれる
二元燃料ディ－ゼル発電機で構成されていると、単にディーゼル発電機を搭載した場合に
は、燃料である重油を絶えず供給する必要があるが、この二元燃料ディ－ゼル発電機では
、生産設備３０が稼働する前は、重油燃料で発電し、生産設備３０が稼働してガス燃料を
生産できるようになると、この生産設備３０で生産されたガス燃料で発電できるようにな
り、ガス燃料の効果的な利用ができるようになる。
【００６２】
　また、二元燃料ディ－ゼル発電機は、ガスタービン発電機よりも給排気の設備の自由度
が高いので、その結果、第２グループの発電設備５０の設置場所の選定の自由度を大きく
広げることができ、この第２グループの発電設備５０を上甲板３の上の生産設備用区域Ｒ
ｐ以外の安全区域Ｒｓに容易に配置することができるようになる。
【００６３】
　また、第２グループの発電設備５０で発電する電力でカーゴオイルポンプ（ＣＯＰ）な
どの荷役用設備（図示しない）やその他の設備を駆動できるように構成すると、生産設備
３０に給電する第１グループの発電設備４０の影響を受けることなく要求性能を把握する
ための性能検証（コミッショニング）作業を行うことが可能となる。言い換えれば、第１
グループの発電設備４０の完成を待たずに、第２グループの発電設備５０が使用可能であ
れば、荷役設備や居住区用設備６０や場合によっては、後述する推進用設備などの生産設
備３０に直接関係しない設備における要求性能の把握と検証を行うことができるようにな
る。
【００６４】
　また、第２グループの発電設備５０で緊急時に荷役設備を稼働させる電力を供給するよ
うに構成すると、発電設備４０、５０とその設置場所を用途別に分けたことで、安全区域
Ｒｓの第２グループの発電設備５０で、緊急荷役用（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｏｆｆｌｏａ
ｄｉｎｇ用）の発電機を兼用できるので、この緊急荷役用の発電機を削減できる。
【００６５】
　さらに、第１グループの発電設備４０と第２グループの発電設備５０とを電気的に接続
する接続先変更機構８１を有しており、この接続先変更機構８１が、第１グループの発電
設備４０と第２グループの発電設備５０の両方の並列運転による相互間の電力の融通、ま
たは、どちらか一方の発電設備４０（又は５０）の運転による他方の発電設備５０（又は
４０）による給電の全部若しくは一部を肩代わりする給電（フィードバック給電）に切り
替える構成を有して構成されている。
【００６６】
　言い換えると、緊急時の対応として、生産設備用区域Ｒｐと生産設備用区域Ｒｐ以外の
安全区域Ｒｓに配置した第１及び第２グループの発電設備４０、５０同士の並列運転、及
びフィードバック給電ができるように構成する。
【００６７】
　これにより、一方のグループの発電設備４０（又は５０）に支障が生じたり、生産設備
３０に故障や事故が発生したりする場合の緊急時や、これらの発電設備４０、５０の一部
が保守点検中に予定外の給電量が必要になった場合においても、相互給電可能となり、十
分な給電体制を確保することができる。
【００６８】
　つまり、どちらかの一方のグループの発電設備４０（又は５０）の一部が故障しても互
いに補え合える構成となり、緊急時に柔軟に対応することができる。特に、居住区用設備
６０への給電用の第２グループの発電設備５０が故障しても、居住区６ａへの送電を優先
して行うことができ、生産設備３０に作業する作業員の安全や健康維持のための環境を維
持できる。
【００６９】
　そして、より具体的には、生産設備３０で要求される電力に対応できるように、第１グ
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ループの発電設備４０の発電容量を５０ＭＷ～２００ＭＷに、また、生産設備以外の設備
で要求される電力に対応できるように、第２グループの発電設備５０の発電容量を５ＭＷ
～３０ＭＷにして構成されている。
【００７０】
　例えば、全長が３００ｍ程度の浮体式洋上設備１Ａでは、居住区用設備６０では１ＭＷ
～２ＭＷ、荷役用設備では１ＭＷ～２ＭＷの電力が必要である。なお、カーゴポンプ用に
は５ＭＷ～６ＭＷの電力が必要である。これらを考慮して、第２グループの発電設備５０
の発電容量を７ＭＷ～１０ＭＷ＋５ＭＷ（余裕分：左記の７ＭＷ～１０ＭＷの半分程度）
の発電容量、または、生産設備以外の設備が必要とする電力の１．５倍程度の発電容量と
する。浮体式洋上設備１Ａが電気推進システムを有する場合は、後述するように、更にそ
の必要分が加わる。
【００７１】
　そして、図３に示すように、第２グループの発電設備５０をさらに複数の発電設備５０
Ａ、５０Ｂで構成して、この複数の発電設備５０Ａ、５０Ｂが２ヶ所以上に分離されて配
置されていると、第２グループの一方の発電設備５０Ａ（又は５０Ｂ）に支障が生じたり
、この一方の発電設備５０Ａ（又は５０Ｂ）が配置されている区域に故障や事故が発生し
たりする場合の緊急時や、これらの発電設備５０Ａ（又は５０Ｂ）の一部が保守点検中に
予定外の給電量が必要になった場合においても、十分な給電体制を確保することができる
。なお、図３では、機械室５の内部の発電設備５０Ａは、２つの発電装置５１ａ、５１ｂ
を備え、船首部８の上甲板３ｆの上に配置された発電設備５０Ｂは、２つの発電装置５１
ｃ、５１ｄを備えている。
【００７２】
　つまり、第２グループの発電設備５０のどちらかの一方の発電設備５０Ａ（又は５０Ｂ
）が故障しても互いに補え合える構成となる。その上、第２グループの発電設備５０を配
置する場所に関して、１ヶ所当たりのスペースを削減することができるようになる。また
、分離配置した場合においても第２グループの発電設備５０を構成するそれぞれの発電設
備５０Ａ、５０Ｂを電気的に接続し、相互給電する構成にすることが好ましい。
【００７３】
　そして、第２グループの発電設備５０の配置場所としては、機械室５、生産設備用区域
Ｒｐよりも船尾側の上甲板３ａの上、生産設備用区域Ｒｐよりも船首側の上甲板３ｆの上
、生産設備用区域Ｒｐよりも船首側の船体内部、生産設備用区域Ｒｐよりも船尾側の船体
内部、上部構造物６の内部、上部構造物６の上方のいずれか１か所又はいくつかの組み合
わせの箇所を選択することができる。例えば、具体的には、荷役用設備＆カーゴオイルポ
ンプ用発電装置と、居住区＆その他用発電装置とに分離し、前者を船尾部４の上甲板３ａ
の上に配置し、後者を機械室５に配置する。
【００７４】
　また、この分離配置する場合には、居住区用設備６０は１ＭＷ～２ＭＷ、積出設備用は
１ＭＷ～２ＭＷ、カーゴポンプ用は５ＭＷ～６ＭＷの発電能力を具備する発電装置をそれ
ぞれ適宜組み合わせて分離配置する。
【００７５】
　そして、図４及び図５に示すように、第２の実施の形態の浮体式洋上設備１Ｂでは、船
体２の船尾部４側に電気推進システム２０を備えており、この電気推進システム２０は、
安全区域Ｒｓの機械室（推進器を備えた場合は「機関室」と呼ばれることが多い）５に配
置され、プロペラ（推進器）２１が船尾部４の後方側に突き出したプロペラ回転軸（推進
軸）２１ａの後端に取り付けられており、このプロペラ回転軸２１ａを回転する電動機（
推進モータ）２２が機関室５内に配置されている。また、プロペラ２１の後方には舵２３
が配置され、この舵２３を駆動する舵取機２４が舵２３の上方に配置されている。なお、
浮体式洋上設備１Ｂが一時的にせよ自航する場合には上部構造物６の居住区６ａの上部に
航海設備２５を装備した船橋６ｂを恒久的又は一時的に設けて、移動用に利用する。
【００７６】
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　つまり、プロペラ２１とこのプロペラ２１や舵２３を駆動する電気推進システム２０と
航海設備２５を備えると共に、電気推進システム２０と航海設備２５を稼働させる電力を
第２グループの発電設備５０から供給するように構成する。言い換えれば、船尾部４の外
部にプロペラ２１と舵２３を、船尾部４の内部の機械室５に、推進モータ２２と舵取機２
４等を装備するとともに上部構造物６の一部の船橋（ブリッジ）６ｂを設け、この船橋６
ｂに航海設備２５を装備し、第２グループの発電設備５０を電気推進システム２０や航海
設備２５の電源として利用する。この電気推進システム２０の電源としては、例えば、全
長が３００ｍ程度の浮体式洋上設備１Ｂの場合は船内負荷も含めて１０～３０ＭＷ程度の
電力が必要である。
【００７７】
　なお、電力消費の面から考えると、電気推進システム２０に対応できるように、第２グ
ループの発電設備５０の発電容量を１０～３０ＭＷとするのが好ましい。
【００７８】
 従って、第１の実施の形態の浮体式洋上設備１Ａのように自らの移送手段を持っていな
い場合には、浮体式洋上設備１Ａを生産現場まで曳航するか、重量運搬船により移送する
必要が生じるので、長距離の移動が生じる場合には、例えば、浮体式洋上設備１Ａをアジ
アで建造して、ブラジルで設置する場合等では、初期移送費用が非常に高くつくことにな
ってしまう。しかしながら、この構成により、第２の実施の形態の浮体式洋上設備１Ｂは
自航可能になり、曳航や重量運搬船による移送が不要になるので、初期移送費用を安くす
ることができる。
【００７９】
　また、浮体式洋上設備１Ｂを移動させるときには、必ずしも、第１グループの発電設備
４０が搭載されていない状態での航行となるので、上記の第２グループの発電設備５０に
よる電気推進システム２０により、第１グループの発電設備４０の完成を待たずに航行す
ることが可能となる。
【００８０】
　また、生産設備以外の設備へ給電のための第２グループの発電設備５０を荷役用設備と
推進用設備の両方に給電できるように構成することにより、第２グループの発電設備５０
を荷役用設備と推進用設備の両方に兼用及び共用することが可能となり、さらにこの両方
の設備が同時に使用されることは無いため、発電プラント全体の小型化を図ることができ
る。
【００８１】
　そして、この推進用設備を浮体式洋上設備１Ｂに対して着脱可能に構成してあると、言
い換えれば、これらの推進用設備と航海設備２５などは、仮に浮体式洋上設備１Ｂを設置
場所までの一時的な自航に利用する場合は、この移動時のみに一時的に設けて、設置場所
への移動後、あるいは、設置場所での稼働中は、取り外して、他の浮体式洋上設備１Ｂに
使用可能に構成すると、全体としての設備費用の低減を図ることができる。
【００８２】
　また、これらの推進用設備を航行時以外では取り外すことで、そのスペースを有効利用
することができる。また、基本的な構成が同じ浮体式洋上設備１Ｂであっても、設置場所
までの移動経路が異なる場合には、航海する際の条件によって、この推進用設備の種類や
大きさ（容量）を変更することもできる。その上、万一、推進用設備の一部が故障した際
に修繕や交換が容易にできる。
【００８３】
　なお、推進用設備、航海設備２５の各構成機器のいずれを着脱可能にするかは、浮体式
洋上設備１Ｂの移動時と稼働時の割合や着脱可能な構成の部分における着脱の容易性など
による。例えば、プロペラ２１は、一般的に、特殊な材料と精密加工がなされるので、高
価であり、また、プロペラ回転軸（推進軸）２１ａに着脱可能に取り付けられているので
、移動が不要になった時点では取り外されることが多い。
【００８４】
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　更に、浮体式洋上設備１Ｂが稼働時における位置保持用の推進装置等を備えている場合
には、この自航用の推進用設備に使用する電力を、この位置保持用装置に使用することで
、第２グループの発電設備５０を効率よく使用することができる。
【００８５】
　また、図６に示すように、第３の実施の形態の浮体式洋上設備１Ｃにおいては、危険区
域Ｒｄを除いた安全区域Ｒｓに配置されている臨時用発電設備（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ発電
設備）７０を備えていると、つまり、臨時用発電設備７０を装備し、発電設備４０、５０
、７０の全体としての発電容量を変更できるように構成する。
【００８６】
　具体的には、臨時用発電設備７０は、例えば、船尾部４の上甲板３ａの上（図６の構成
）や船首部８の上甲板３ｆの上や船首部８の船体内部に設置される。また、この臨時用発
電設備７０は、浮体式洋上設備１Ｃの出港前に備え付けてもよく、出港後に追加して配置
してもよい。
【００８７】
　これにより、必要とされる電力の容量が一時的に増加する場合や予期せぬ発電機の故障
などの緊急時に、一時的に発電容量を補助できるので、これに対応することができるよう
になる。例えば、生産現場までの航行時などのように一時的に電力を要するオペレーショ
ンに対しても、柔軟に対応することができる。また、生産量を増加するために第１グルー
プの発電設備４０の発電能力を高めたい場合や、居住区６ａを増設したりして、第２グル
ープの発電設備５０に要求される電力が増加した場合等にも対応できる。
【００８８】
　より具体的には、この臨時用発電設備７０の発電容量は５ＭＷ～２５ＭＷに構成される
。これにより、臨時用発電設備７０により十分な補助電力を供給できるようになる。
【００８９】
　この臨時用発電設備７０が第１グループの発電設備４０と第２グループの発電設備５０
のいずれか一方または両方と電気的に接続する接続先切替機構８２を有して構成されてい
る。この接続先切替機構８２は、第１グループの発電設備４０と第２グループの発電設備
５０と臨時用発電設備７０の並列運転による第１グループの発電設備４０と第２グループ
の発電設備５０のいずれか一方または両方への電力の供給、または、臨時用発電設備７０
の運転による、第１グループの発電設備４０と第２グループの発電設備５０のいずれか一
方または両方による給電の全部若しくは一部を肩代わりする給電（フィードバック給電）
に切り替えるように構成される。
【００９０】
　言い換えると、緊急時の対応として、生産設備用区域Ｒｐ以外の安全区域Ｒｓに配置し
た臨時用発電設備７０により、第１及び第２グループの発電設備４０、５０との並列運転
、及びフィードバック給電ができるように構成すると、次のような効果を得ることができ
る。
【００９１】
　つまり、第１又は第２グループの発電設備４０、５０に支障が生じたり、生産設備３０
に故障や事故が発生したりする場合の緊急時や、これらの発電設備４０、５０の一部が保
守点検中に予定外の給電量が必要になった場合においても、臨時用発電設備７０による給
電補充可能となり、十分な給電体制を確保することができる。つまり、臨時用発電設備７
０の設置により、実質的に第１グループの発電設備４０および／または第２グループの発
電設備５０の発電容量を変更でき、リスクをさらに低減できる。
【００９２】
　これにより、どちらかの一方のグループの発電設備４０（又は５０）の一部が故障して
も臨時用発電設備７０により電力を補うことができる構成となり、緊急時に柔軟に対応す
ることができる。特に、浮体式洋上設備１Ｃが自航で電力を増して航行する場合に、一時
的に大容量の電力を必要とする場合があるが、このようなときでも、柔軟に対応すること
ができる。
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【００９３】
　また、第１グループの発電設備４０と第２グループの発電設備５０とは電気的な接続を
恒常的にはしないでおき、緊急時に個々の設備に配線し、直接電力を供給する構成にする
こともできる。この場合には、臨時用発電設備７０として比較的小型の発電機を複数用意
して適宜必要となった発電設備４０、５０の近くに設置できるようにする。この場合は、
配線や着脱が容易となるので、緊急時の対応を迅速に行うことができる。
【００９４】
　上記の第１～第３の実施の形態の本発明の浮体式洋上設備１Ａ～１Ｃによれば、大規模
となる浮体式洋上設備１Ａ～１Ｃの発電設備４０、５０を用途別に分けて生産設備３０へ
の給電用の第１グループの発電設備４０と生産設備以外の設備への給電用の第２グループ
の発電設備５０とし、さらに、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐとこの生産設備用区域
Ｒｐ以外の安全区域Ｒｓに分散配置することで、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐの発
電設備用のスペースを減少することができて、洋上設備としての生産のための設備用のス
ペースを増大することができるとともに、発電設備４０、５０における電力系統のトラブ
ルが生じた際のリスクを分散することができる。
【００９５】
　つまり、生産設備３０への給電系統である第１グループの発電設備４０にトラブルが起
こっても、第２グループの発電設備５０によって、生産設備以外の設備や機器、例えば、
荷役用設備や居住区用設備６０に対して引き続き給電を行うことが可能となる。また、浮
体式洋上設備１Ｂのようにプロペラ２１やそのプロペラ２１を駆動する推進モータ２２を
備えた場合には、この第２グループの発電設備５０を推進モータ２２用の発電機としても
使用できるため、この推進モータ２２を用いて自航する場合の設備費用を削減することが
可能となる。
【００９６】
　次に、本発明の実施の形態の浮体式洋上設備の電力供給方法について説明する。この浮
体式洋上設備の電力供給方法は、発電設備４０、５０によって電力が供給される生産設備
３０と生産設備以外の設備を備えて、洋上に位置保持された状態で使用される浮体式洋上
設備の電力供給方法であり、この方法において、発電設備４０、５０を、生産設備３０に
電力を供給し、かつ、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐ内に配置されている第１グルー
プの発電設備４０から生産設備３０に電力を供給するとともに、生産設備用区域Ｒｐ以外
の安全区域Ｒｓに配置されている第２グループの発電設備５０から生産設備以外の設備に
電力を供給する。
【００９７】
　この実施の形態の浮体式洋上設備の電力供給方法によれば、大規模となる浮体式洋上設
備１Ａ～１Ｃの発電設備４０、５０を用途別に分けて分散配置した発電設備４０、５０か
ら用途別に給電することで、上甲板３の上の生産設備用区域Ｒｐの発電設備４０の電力容
量を小さくして、この発電設備４０の設置用のスペースを減少できて、生産のための設備
用のスペースを増大できると共に、これらの発電設備４０、５０における電力系統のトラ
ブルが生じた際のリスクを分散することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　本発明の浮体式洋上設備、及び、浮体式洋上設備の電力供給方法によれば、大規模とな
る浮体式洋上設備の発電設備を用途別に分けて、上甲板の上の生産設備用区域とこの生産
設備用区域以外の安全区域に分散配置することで、上甲板の上の生産設備用区域の発電設
備用のスペースの減少と、洋上設備としての生産のための設備用のスペースの増大を図る
ことができ、また、発電設備における電力系統のトラブルが生じた際のリスクを分散でき
るので、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）、浮体式貯蔵積出設備（Ｆ
ＳＯ）、浮体式貯蔵設備（ＦＳＵ）、ＬＮＧを扱う液化貯蔵積出設備（ＬＮＧ-ＦＰＳＯ
）、ＬＰＧを扱うＦＬＰＧ（ＬＰＧ-ＦＰＳＯ）、浮体式貯蔵再ガス化設備（ＦＳＲＵ）
などの浮体式洋上設備、及び、浮体式洋上設備の電力供給方法に利用できる。
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【符号の説明】
【００９９】
１Ａ～１Ｃ　浮体式洋上設備
２　船体
３　上甲板
３ａ　船尾部の上甲板
３ｆ　船首部の上甲板
４　船尾部
５　機械室（機関室）
６　上部構造物
６ａ　居住区
６ｂ　船橋（ブリッジ）
７　貨物倉
８　船首部
２０　電気推進システム（推進用設備：生産設備以外の設備）
２１　プロペラ（推進器）
２１ａ　プロペラ回転軸（推進軸）
２２　電動機（推進モータ）
２３　舵
２４　舵取機
２５　航海設備
３０　生産設備
４０　第１グループの発電設備
４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄ　発電装置
５０、５０Ａ、５０Ｂ　第２グループの発電設備
５１ａ、５１ｂ　発電装置
６０　居住区用設備
７０　臨時用発電設備（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ発電設備）
８１　接続先変更機構
８２　接続先切替機構
Ｒｐ　生産設備用区域
Ｒｄ　危険区域
Ｒｓ　安全区域
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